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1 H31.1.9 H31.1.11

・平成30年度東京都職員Ⅰ類
Ｂ採用試験の「土木（新方
式）」のフィールドワーク・
ワークショップテーマ　資料
１
・平成30年度東京都職員Ⅰ類
Ｂ採用試験の「建築（新方
式）」のフィールドワーク・
ワークショップテーマ　資料
３

2 1
人事委員会事務
局試験部研究調
査課
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2 H30.12.26 H31.1.16

・判定した事実の内容（平成
25年度）
・判定した事実の内容（平成
26年度）
・判定した事実の内容（平成
27年度）
・判定した事実の内容（平成
28年度）
・判定した事実の内容（平成
29年度）

1
人事委員会事務
局任用公平部審
査課

3 H30.12.26 H31.1.16

不利益処分に係る審査請求に
おいて、４カ月もの間進行手
続きが停止したことについて
の審査請求人の説明要求に、
「審査方針を検討中だから」
という説得力の低い説明しか
しない人事委員会の対応が、
客観的にみて「誠意のある対
応」といえることを立証でき
る全ての情報・文書（規定等
を含む）

1
請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在
しない。

人事委員会事務
局任用公平部審
査課


